
あり方に係る検討会」（委員長：大谷英雄横浜国立大学
教授）を開催して東日本大震災時に行われた仮貯蔵・仮
取扱い等の実態について調査するとともに、震災時等の
仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保のあり方について検討を
行った。
※「消防法第10条ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱い」とは、所轄

消防長又は消防署長の承認を受けることにより、指定数量以上の危険物を
10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる制度である。

検討項目
　検討項目については次のとおりである。

（１）東日本大震災を踏まえた危険物の仮貯蔵・仮取扱
い等に係る実態調査及び技術的検証に関する事項

（２）実態調査及び技術的検証を踏まえた危険物の仮貯
蔵・仮取扱い等のあり方の検討

実態調査及び技術的検証の結果
（１）被災地の消防本部及び危険物施設関係事業者、危

険物関係業界団体に対して、震災に伴って行われた仮
貯蔵・仮取扱いの実態調査及び関係者の問題意識の把
握等を行った結果は次のとおりである。
ア　東日本大震災に伴って行われた仮貯蔵・仮取扱

い件数は226件であり、取扱い形態別にみると、次
の３つの行為が多く行われた。

・ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い（100事
例、44％）

・危険物を収納する設備からの抜き取り（59事例、
26％）

・移動タンク貯蔵所等による給油、注油等（15事例、
７％）

イ　仮貯蔵・仮取扱いに関する申請手続きの実態に
ついては、67％の消防本部で震災直後から申請受
付が行われていたが、震災後10日経っても受付を
開始できない消防本部も18％あった。

「東日本大震災を踏まえた
仮貯蔵・仮取扱い等の 
安全確保に係る検討会」 
報告書の概要

危険物保安室 2
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はじめに
平成23年３月11日に発生した東日本大震災において、

給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地へ
の交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下
タンクから手動ポンプ等を用いての給油や、危険物施設
以外の場所での一時的な貯蔵など平常とは異なる対応が
必要になり、消防法第10条ただし書に基づく危険物の
仮貯蔵・仮取扱い※が数多く行われた。

このため、消防庁においては今後の参考とするため、
学識経験者、消防機関、関係業界団体で構成される「東
日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保の
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ドラム缶等による
燃料の貯蔵及び

取扱い
100

（44%）

移動タンク
貯蔵所等による
給油、注油等

15
（7%）

その他
52

（23%）

危険物を収納する
設備からの
抜き取り

59
（26%）

東日本大震災時に伴って行われた
仮貯蔵・仮取扱いの内訳

屋外タンクから移動タンク貯蔵所に危険物を移し替えている様子
（仙台市消防局提供）

空き地にドラム缶で危険物を貯蔵している様子
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・可燃性蒸気の濃度が高くなる可能性のある範囲
は、手動ポンプを用いたガソリン等の詰め替え作
業では最大半径１ｍであるが、ドラム缶転倒等に
よりガソリン等が流出した場合を想定すると最大
30ｍに及ぶことから、流出事故が発生した場合に
は、流出量に応じた応急措置を講ずることが必要
である。

ウ　静電気による出火危険性およびその対応に関す
る文献調査

・ガソリン等への静電気の帯電量を小さくするために
は、流速を落とすこと、パイプを容器底につけて静
かに注油すること、一定時間静置することが有効。

・人体への静電気の帯電量を小さくするため、静電
安全靴や静電作業服の着用等が有効。

・静電誘導による放電を防止するため、周囲にある
容器、ポンプ部品等は可能な限りアースしておく
こと。

検討結果
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る安

全対策、手続きの留意点等について、次のとおりとりま
とめた。

（１）震災時等における仮貯蔵・仮取扱いの留意点
ア　共通的な安全対策
・可能な限り屋外で取り扱うなど、可燃性蒸気が滞

留しないよう注意すること。
・必要な保有空地（屋外貯蔵所の基準に準ずる：3

〜30ｍ）を確保すること。
・大量の危険物を取り扱う場合は、吸着マットの準

備等流出事故防止対策を講ずること。
・ガソリン等を取り扱う場合は、容器やポンプ等に

アースを確保する等、静電気対策を行うこと。
・取り扱う危険物に応じた消火設備（消火器等）を

用意すること。
・危険物の取扱量によらず、可能な限り危険物取扱

者免状保有者が取り扱うか立ち会うこと。 等
イ　危険物の取扱い形態に着目した特有の対策

アに示した共通的な安全対策に加え、危険物の取
扱い形態に着目した特有の対策は次のとおり。
(ア)ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い
・屋内で貯蔵を行う場合は、通風・換気を確保す

ること。
・燃料の小分け等の危険物の取扱いを行う場所

は、貯蔵場所から離れた別の場所に確保すると
ともに、取扱場所の危険物量は可能な限り少な
くすること。 等

また、消防本部によっては、震災後に統一的な
基準や指導方針を定めて運用したり、手続きの簡
素化を行う等、柔軟な対応が行われた。

一方、申請手続きの柔軟な運用（複数回申請や
手続きの簡素化等）や統一的な安全対策に関する
指針の必要性を求める意見もあった。

（２）実態調査を踏まえた技術的検証について
実態調査を踏まえ、技術的検証として、ドラム缶等に

よる危険物集積の火災危険性及び静電気リスクに関する
文献調査、並びにドラム缶等に係る可燃性蒸気滞留シ
ミュレーションを行った。

ア　ドラム缶等による危険物の集積に係る火災危険
性の評価に関する文献調査

・危険物が容器に収納されている状態では流出の危
険性は小さいが、詰め替え作業時には流出・火災
の可能性を考慮すべき。

・容器が火炎等にさらされると破裂・流出する可能
性があるが、屋外貯蔵所と同様の保安距離、保有
空地を確保することにより、周囲への影響は限定
される。

以上のことから、ドラム缶から危険物の詰め替え等の
作業を行う場所と、ドラム缶の集積場所とは離すことが
必要である。

イ　ドラム缶等によるガソリン等の貯蔵・取扱いに
係る可燃性蒸気の滞留シミュレーション

4

ドラム缶

手動ポンプ

金属携行缶

25%LEL濃度分布
（鉛直団図面）

ドラム缶

流出油

流出油 30m

25%LEL濃度分布
（水平団図面）

手動ポンプを用いて金属携行缶にガソリン等を詰め替える場合を
想定すると可燃性蒸気の滞留範囲は最大１ｍに及ぶ

ドラム缶からガソリン等が流出した場合を想定すると
可燃性蒸気の滞留範囲は最大30ｍに及ぶ
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(イ)　危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り
・仮設防油堤の設置等の流出防止対策を講じる

こと。
・ 一カ所の取扱い場所で複数の設備からの抜き出

しを同時に行うことを避けること。 等

 
(ウ)　移動タンク貯蔵所等による給油・注油等
・危険物を取り扱う場所を明確に定め、空地の確

保や標識の設置等を行うとともに、関係者以外
の立ち入りを厳に禁ずること。

・吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準
備しておくこと。

・移動タンク貯蔵所から直接給油する場合、軽油
等の吹きこぼし防止に細心の注意を払うこと。

・船舶からの給油・注油等の場合は上記に準ずる
ほか、船を確実に係留するとともに津波警報発
令時の対応についても予め決めておくこと。 等

 ウ　手続き
電話等の通信手段による申請、仮貯蔵・仮取扱い

が長期間にわたる場合の繰返し承認等の震災時に
想定される手続きについて事前に定めておくこと
が必要。

また、各事業所に対して、震災時等の状況及びア
及びイで示す安全対策を踏まえて想定される臨時
的な危険物の貯蔵・取扱い形態及び講ずる予定の
安全対策について具体的に計画させておくととも
に、前述の手続きについても周知することが重要。

（２）震災時等における危険物施設での臨時の貯蔵・取
扱いを念頭に置いた留意事項を予め施設の許可内容や
予防規程に想定される臨時的な貯蔵、取扱いを含める
等、事前に消防本部と合意しておくとともに、緊急時
対応用資機材を準備することが重要である。

今後の対応
本検討会で得られた知見について、全国の消防機関で

共有し、今後の災害時等での迅速、円滑な仮貯蔵・仮取
扱いの承認を図っていくことが必要である。このため、
近日中に、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い
等の安全対策及び手続きについてガイドラインを通知す
る予定である。

また、今年度「（仮称）東日本大震災を踏まえた危険
物施設の震災等対策のあり方に関する検討会」を開催し、
個別の施設類型毎の特徴を踏まえた危険物施設における
震災等対策を適切かつ容易にするためのガイドラインに
ついて検討する予定である。
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問合わせ先
　消防庁危険物保安室　中嶋、森
　TEL: 03−5253−7524

ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱いの安全対策の例

危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取りの安全対策の例

移動タンク貯蔵所等による給油、注油等の安全対策の例

移動タンク貯蔵所から船舶への給油の安全対策の例
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